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産業廃棄物等の不適正な処理の防止に関する条例の一部を改正する条例の施行期日を定める規則（規則第40

号） 

産業廃棄物等の不適正な処理の防止に関する条例の一部を改正する条例の施行期日を令和２年11月１日とす

ることとした。 
 

規         則 

 

産業廃棄物等の不適正な処理の防止に関する条例の一部を改正する条例の施行期日を定める規則をここに公

布する。 

令和２年９月29日 

兵庫県知事 井 戸 敏 三 

兵庫県規則第40号 

産業廃棄物等の不適正な処理の防止に関する条例の一部を改正する条例の施行期日を定める規則 

産業廃棄物等の不適正な処理の防止に関する条例の一部を改正する条例（令和２年兵庫県条例第28号）附則

第１項に規定する規則で定める日は、令和２年11月１日とする。 
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